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発
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過
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ー
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一
九

O
九
年
法
か
ら
一
九
一
八
年
法
へ

l
l

二は

次

し

が

き

一
九

O
九
年
賃
金
委
員
会
法
成
立
の
概
要

第
一
次
大
戦
時
労
働
政
策
の
展
開

1
i
大
蔵
省
全
議
・
車
需
品
法
を
中
心
に
|
|

綿
一
次
大
戦
時
休
活
水
準
心
低
落
主
労
働
運
動
む
謀

題
(
以
上
第
八
二
巻
第
一
号
〉

日

四

産

業

不

安

対

策

|
|
復
興
委
員
会
か
ら
ホ
イ
ァ
ト
レ
イ
委
員
会
へ
|
|

前

JII 

嘉

四

産
業
不
安
対
策

l
復
興
委
員
会
か
ら
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
へ
ー

ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
計
画
に
お
け
る
賃
金
委
員
会
と
政
府

見
併

一
九
一
八
年
賃
金
委
員
会
訟
の
成
立

す

び

(

以

よ

本

号

)

It-. すr プて

独
占
資
本
主
義
体
制
に
対
応
し
て
、
労
働
組
合
白
、
産
業
別
組
織
路
線
に
治
う
、

二
年
以
降
)
を
基
燃
に
し
て
、
第
一
次
大
戦
の
第
二
年
一
九
一
五
年
、

整
理
統
合
を
通
じ
て
白
組
織
白
再
編
強
化
(
一
九

典
型
的
に
は
ク
ラ
イ
ド
地
方
に
み
b
れ
た
労
働
運
動
に

主
る
産
業
的
・
社
会
的
不
安
の
醸
成
は
個
別
資
本
医
よ
る
安
定
策
に
効
果
の
限
界
全
与
え
た
。
支
配
階
層
は
、
軍
需
生
産
に
よ
る
利
潤



増
大
の
確
保
、
さ
ら
に
は
資
本
制
生
産
体
制
の
秋
序
維
持
の
た
め
に
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
産
業
・
社
会
的
安
定
策
士
必
要
と
し
、
従
来

の
抑
圧
を
基
調
と
す
る
政
策
に
つ
い
て
の
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
己
の
実
態
に
対
す
る
現
実
的
認
識
は
、
結
果
と
し
て
は
説
得
失

敗
に
終
っ
た
、
肯
相
ロ
イ
ド
・
ヂ
ョ

1
ジ
の
ク
ヲ
イ
ド
訪
問
(
九
一
五
年
十
二
月
二
十
五
日
)
に
よ
っ
て
決
定
的
と
た
仰
、
政
策
検
討

が
政
府
の
緊
急
的
課
題
に
友
っ
た
と
考
え

b
れ
る
。
一
九
一
六
年
三
月
設
立
さ
れ
た
第
一
次
品
川
閣
復
興
委
員
会
(
口
ち
E
E
同
日
吉
耳
目
目

2
-
。
白
。
。
日
目
H
2
0
0
〕
は
そ
の
具
体
的
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

復
興
委
員
会
は
「
戦
後
の
諸
問
題
に
つ
い
て
勧
告
、
報
告
す
る
た
め
」
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る

「
社
会
的
安
定
」
の
た
め
に
、
産
業
社
会
実
態
主
把
握
し
た
上
、
多
角
的
た
政
策
士
検
討
す
る
課
題
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
モ
れ
だ
け

に
問
題
領
域
は
広
付
、
問
題
が
具
体
的
専
問
的
に
検
討
さ
れ
る
に
際
し
て
は
当
然
そ
れ
ぞ
れ
分
科
委
員
会
を
設
け
、
モ
れ
に
付
託
す
る

の

必
要
が
生
じ
た
。

3
・
H
・
ホ
イ
ッ
下
レ
イ
(
同
国
目
当
}
】
戸
己
弓
)
を
議
長
と
す
る
労
資
関
係
に
関
す
る
委
員
会
(
吋
宮
口
。
E
E
H
F
0
0

自
国
巴
巴
呂
ロ
ヴ
O
H
d司
0
0
ロ
同
日
日
比
。
吋

2
m
g品
開
自
立
0
可
包
)
〔
以
下
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
(
↓
宮

J
司

E]品
ョ
ロ
O
B
E
5
0
ろ
と
い
う
〕
は

か
か
る
分
科
委
員
会
白
一
つ
で
あ
る
。
復
興
委
員
会
と
の
闘
係
白
点
で
、
ホ
イ
ッ
l
v
イ
委
員
会
の
設
立
を
当
局
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。

由ミ

ら「
生一
ず九
るー

若六
干年
のの
重始
要め
た、

員竺
カ3 割く

あ内
つ閣
た復
。興

一委
方員
、会
戦の
時注
状窓
態を
と<:}
鯖い
需て
品い
法た
の間
適題
刈白
は中

非
常産
に莱
大り
き組
な織
産及
業び
分政
野 m
k乙 K.
豆つ
つし、

てて
、白

団必
体要
交な
捗戦
0) 時
プニ 規
め定

の
正
常
な
機
関
白
機
能
を
中
止
せ
し
め
る
と
い
う
不
ば
迎
的
な
彫
響
を
与
え
た
。
し
か
る
に
他
方
、
産
業
の
政
府
統
制
の
中
止
、
労
働
組
合
慣
行
の
復

活
及
び
動
員
解
除
の
如
き
問
題
は
、
直
接
関
係
者
に
よ
っ
て
十
分
考
慮
さ
れ
な
い
で
は
レ
か
な
る
場
合
で
も
解
決
で
き
な
い
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
き

ら
に
産
業
関
係
の
将
来
に
つ
い
て
、
労
働
者
、
雇
用
者
及
び
一
般
副
会
は
慎
重
な
考
慮
を
払
い
始
尚
一
た
。
そ
れ
故
に
、
一
九
一
六
年
十
月
に
、
復
興
委

イ
ギ
リ
ス
最
低
質
金
制
発
民
過
程
の
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

人

第
三
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員
会
の
分イ
耕ギ
苦り
住"ミ

会最
をイE
設貸

手寄
る発
己艇
と過
が程
決の
まE ー
さ考
オれ 祭
主二6) (:オ
」

第
八
十
二
巻

第
三
号

。

ノ「に

凶

か
く
し
て
設
立
さ
れ
、
労
資
関
係
に
関
す
る
諸
問
題
を
復
興
委
員
会
か

b
付
託
さ
れ
た
北
イ
ッ
l
レ
イ
委
員
会
は
、
同
様
の
多
く
心

分
科
委
員
会
の
な
か
で
、
他
の
一
一
一
一
一
の
も
山
と
と
も
に
中
心
的
役
割
を
果
た
す
乙
と
に
た
っ
た
。
従
っ
て
ホ
イ
ヅ
l
レ
イ
委
員
会
は
復

日
一
課
題
の
-
部
を
構
成
す
る
も
臼
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

興
委
員
会
の
課
題
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
に
述
べ
る
ホ
イ
y

ト
レ
イ
委
員
会
の
最
低
賃
金
制
に
闘
す
る
勧
告
も
十
郎
復
興
委
員
会

ホイヴトレイ委員会経過

年

月

日

一
九
一
六
年
十
一
月
六
日
一
第
一
回
委
員
会

一
九
一
七
年
三
月
八
日
一
第
一
次
報
告
書
署
名

六
月

b

日
一
政
府
、
第
一
次
報
告
書
を
配
布

十
月
十
八
日
一
第
ニ
次
報
告
書
署
名

一
第
三
次
報
告
書
署
名

十
月
二
十
五
日
一
政
府
、
第
一
次
報
告
書
を
採
択

一
九
一
八
年
一
月
三
十
一
日
一
第
四
次
報
告
書
署
名

三
月
十
六
日
一
労
働
名
工
場
委
員
会
に
闘
す
る

一
調
査
害
発
五

七
月
一
日
一
最
務
報
告
書
署
名

七
月
七
日
一
政
府
、
第
二
次
報
告
書
を
配
布

一
復
興
省
、
労
働
者
に
よ
る
党
書

一
発
表

八
月
八
日
一
一
九
一
八
年
賃
金
委
員
合
法
成

一
立

事

主L

さ

τ、
ホ
イ
y

ト
レ
イ
委
員
会
に
諜
せ
ら
れ
た
乙
と
は
「
け
労
資

関
係
心
、
水
統
的
な
改
善
を
う
る
た
め
の
勧
告
を
考
臨
し
て
な
す
こ
と

叫
円
分
資
関
係
に
関
す
る
産
業
的
諸
条
件
が
将
来
改
小
指
向
さ
れ
る
た
め
当

と8)士li'
」 者

でに
あ よ
るつ
。て

こ体
白系
目的
[戸'J I亡
を碓
もヌ 3

つに
て検
委 討
員さ
会 れ
はる
一 方
九 法
令を

六割」
忠告
十 す

‘る
月こ

の
第
一
回
委
員
会
以
来
二
年
間
に
亙
っ
て
産
業
関
係
全
範
囲
に
つ
い

て
松
討
し
、
全
部
で
五
回
の
報
告
を
発
表
し
た
。
そ
の
活
動
の
過
程

は
上
白
ょ
う
で
あ
る
。

ホ
イ
ッ
ト

ν
イ
委
員
会
は
「
労
資
双
方
に
代
表
機
闘
が
あ
る
わ
が

係、国
を の
碓主
立要
す産
ヲ斗ν
日三「ミ

と J亡
w お
うい
問て
題
を労
ま i，[
ず同
検に
i-0J 牙く
す続
る的
と lて
と改
I'C 善
決 さ
定れ
L-~)た

L 関

そ
れ
に
つ
い
て
第
一
次
報
告

(
F
5口
自
国

o
u
R
Z
D
H己
己
印
片
山
口



品
目
田
宮
山
口
ω可日
M
W
H

ロ
E
ロ
《
リ
出
)
を
発
表
し
た
。

モ
の
倒
告
の
主
梨
点
は
「
社
会
の
た
め
に
主
要
な
こ
と
は
、
戦
時
中
総
立
さ
れ
た
す
イ

て
の
階
級
の
協
力
が
戦
後
も
献
統
さ
れ
る
ベ
き
で
、
労
資
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
一
回
そ
う
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
労
資
関
係
の
改
普
を
碓
保
す
る
た
め
肝
要
な
こ
と
は
、
提
起
さ
れ
る
案
が
駅
周
条
件
の
改
善
と
よ
り
刈
H
生
活
水
準
に
一
般
的
に

達
す
る
方
法
を
労
働
者
に
与
え
、
産
業
防
長
の
点
で
は
彼
b
の
新
極
的
で
桃
統
的
な
協
力
を
併
る
こ
と
を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な

b

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
従
事
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
見
地
か
ら
、
モ
の
職
業
の
進
長
と
福
利
に
関
寸
る
問

題
を
定
期
的
に
検
討
す
る
己
と
を
目
的
と
す
る
、
慎
主
と
労
働
者
Jt
代
表
す
る
機
関
心
、
各
産
業
毎
の
設
立
が
、
社
余
の
一
般
的
利
益

h

一
致
す
る
か
ぎ
ト
、
必
要
な
」
う
に
思
わ
れ
也
〕
に
一
川
さ
れ
亡
い
る
(
傍
T
A

筆
者
)

O

モ
し
亡
、
ホ
イ
ノ
1
レ
イ
委
員
会
は
「
わ
れ

わ
れ
は
臥
即
応
骨
骨
白
手
h
d
者
U
い
J
U

自
己
の
職
業
に
誇
り
士
、
も
ち
、
そ
の
職
場
主
愛
し
て
W
る
各
産
業
の
代
表
者
が
上
記
勧
告
さ
れ
た

よ
う
に
集
ま
り
、
産
業
の
調
和
と
能
率
を
促
進
し
、
従
来
妨
げ
て
い
た
陣
碍
を
と
り
の
ぞ
く
の
に
専
心
さ
れ
ん
と
と
を
望
ん
で
や
ま
な

同
」
と
報
告
を
結
ん
で
い
る
白
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
三

こ
れ
は
、
労
働
者
主
「
国
民
福
祉
山
寄
与
者
」
と
考
え
て
、
彼
ら
を
し
て
「
産
業
山
調
和
と
能
率
を
促
進
L

せ
し
め
る
た
め
、
必
要

な
か
ぎ
り
で
の
労
働
者
の
産
業
へ
の
参
加
を
一
認
め
る
譲
歩
筑
を
提
案
し
工
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
社
会
の
利

益
に
一
致
す
る
か
ぎ
り
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
明
氏
の
福
祉
」

「
産
業
一

ω調
和
と
能
率
の
促
進
」
、
こ
れ
こ
そ
「
阿
川
本
利
潤
の
縦
保
」

「
資
本
制
社
会
秩
序
白
維
持
」
の
た
め
の
公
的
衣
現
で
あ
り
、
復
興
委
員
会
か

b
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
に
貫
く
基
本
県
念
そ
山
も
の

に
ほ
か
な
ら
た
い
。
こ
こ
に
ま
た
、
モ
白
後
の
労
働
運
動
主
制
約
す
る

「
公
共
福
祉
の
理
念
」
(
一
九
二

0
年
緊
急
時
権
力
法
?
間
目
。
円
mo

官

可

司
0
4司
O
B
K戸
n
O
が
、
京
ず
、
第
一
次
大
戦
後
の
大
混
快
争
議
を
公
共
福
祉
の
名
の
も
と
に
抑
制
し
た
)
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
注
意
し
た
く

て
は
な

b
な
い
で
あ
ろ
う

U

ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
が
勧
告
に
際
し
て
「
利
益
分
配
制
、
共
同
経
符
或
は
特
殊
賃
余
制
度
た
ど
り
問
題

イ
ギ
リ
ス
批
低
賃
議
側
諸
民
過
程
の
一
考
察
伺

節
八
十
二
巻

ノ¥

五

第
三
月



イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
展
過
程
の
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

一
八
六

第

号

に
つ

H
て
は
勧
告
し
意
見
主
提
出
す
る
の
を
保
留
す
る
に
十
分
考
慮
し
わ
」
の
も
前
述
の
基
本
的
理
念
よ
り
当
然
白
配
慮
で
あ
る
と
H

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

と
乙
ろ
で
勧
告
は
、
労
資
協
議
白
代
表
機
関
と
し
亡
、
組
織
の
進
ん
だ
産
業
で
は
連
合
産
業
協
議
会

Q
E己
的
E
P且
百
四
円
ロ
品
自
守
宮
]

口

ERH])
を
提
案
す
る
。
こ
の
協
議
会
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
る
事
項
は
、
付
労
働
者
の
実
際
的
知
識
と
経
験
白
更
に
よ
さ
利
用

同
労

働
者
白
作
業
の
諸
条
件
の
決
定
及
び
遵
守
と
に
よ
り
一
層
の
参
加
と
責
任
と
を
負
わ
し
め
る
方
法

日
開
産
業
の
繁
栄
増
大
陀
労
働
者
士

参
加
さ
せ
る
必
要
を
考
え
℃
、
賃
金
白
決
定
、
支
払
及
び
調
整
白
方
訟
を
伴
う
一
耐
用
条
件
を
規
定
す
る
一
般
原
則
の
確
定

項
阿
町
に
亙
る
広
範
囲
白
も
の
で
あ
る
の
こ
れ

b
c
審
議
事
項
も
産
業
白
事
情
に
よ
っ
亡
修
正
さ
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
協
議

た
ど
十

会
の
組
織
は
機
能
を
充
全
た

b
し
め
る
た
め
に
、
各
産
業
既
存
の
労
資
組
織
を
基
礎
に
し
亡
、
共
通
の
原
理
で
貨
か
れ
る
全
国
、
地
区
、

工
場
の
三
重
の
組
織
が
主
張
さ
れ
た
の
そ
し
て
こ
の
協
議
会
は
労
資
心
自
主
性
を
第
一
義
と
し
て
、
国
家
の
干
渉
は
で
さ
る
か
ぎ
り
局

限
さ
れ
た
白
で
あ
る
。

ω
ウ
エ

γ

フ
、
労
働
組
合
運
動
史
、
荒
畑
訳
下
巻
、
一
八
』
瓦
参
問
。

川
町
ロ
イ
ド
・
ヂ
ョ

1
7
が
ク
ラ
イ
ド
を
訪
問
し
、
機
械
工
り
代
表
者
及
び
組
合
員
大
衆
に
接
し
た
際
、
社
会
不
安
の
実
態
を
体
験
し
、
社
会
革
命

へ
の
転
化
の
危
機
を
す
ら
感
受
し
た
。
代
表
者
の
要
求
に
対
す
る
彼
の
答
弁
は
こ
れ
を
一
日
す
で
あ
ろ
う
。
「
そ
れ
は
革
命
を
意
味
寸
る
だ
ろ
う
。

諸
君
は
戦
争
さ
巾
に
お
い
て
革
命
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
さ
な
い
」
(
巧
-
日
己
E
Z
F日
祖
国
君
。
町
内
吉
川
宮
内
守
b
u
E
ι
F
司

E
U

ω
可
宮
h
Q
O
G
足
、
吋
E
守
出
。

q
b
N
U
N
P
H
V
H
U白

ω
内
閣
復
興
委
員
の
問
題
飼
域
は
広
く
抗
心
部
門
に
分
た
れ

τ
い
る
。
戸
)
円
。
呂
田
弓
E
臼
w

晶
司
自
己
臣
民
。
P
目。
E
白
EmpomEHVE可
。
『
冨
旦

。円
E
Z
S
E
E
-
P
白
石
町
ド
ロ
明
日
丘
口
。
日
目
。
ロ
印
。
門
司
H
o
g
g
F
mげ
。
耳
目
凶
門
H
H
Z
E可
E-
口円四回
E
m
o
t
o
p
S
同ロ
E
-
口
耳
切
目
。
司
自
白

何
回
件
(
旦

Z
R『日。
4
0同日
0
2
2
B
o
z
-
n
g耳
己
自
白
円
自
巳
L
R
E
b百
四
回
E
]
p
m
p且
開
n
z
s
Eロ
(
@
)
閏
EmMHM問
自
由

H
E
O
B巳

寸
包
ロ
mHE--



同
開
ホ
イ
ッ
ト

ν
イ
委
員
会
の
桝
成
は
委
員
十
一
一
-
名
(
他
に
書
記
一
名
)
で
、
十
三
名
の
う
ち
労
働
組
合
よ
り
五
名
、
一
一
居
主
よ
り
凹
名
、
そ
の
他
四

名
と
な
っ
て
い
る
。
(
呂
田
広
司
氏
戸
川
号

E
F
E
E除
、
脚
色
出
品
宅
官
町
。
・
ケ
司
-
P
参
附
〕

D

川
州
国
4
0
立
言
同
宮
町
民
R
客
室
SH町
吉
弘
旬
、
。

h
g
:
h
h
s邑
pn官
民
、
日
H
E
R
E
r
H
U
N
可

H
U
N
N
-
b
p

的
分
持
委
貝
去
は
少
く
も
八

O
は
あ
り
、
な
か
で
も
弔
蚕
な
も
の
は
匹
。
よ

4
5
-
4
3
2
E
E
=
F
F
o
Q
Z
司
R
J吉
井
司
九
口
冊
目
?

ヴ
H
E
ω

丘
H
O
ロ
ロ
。
同
属
E
Z
0・己】
O

開
ロ
岡
田
2
2ロ
四
円
。
同
耳
目
付
官
。
で
あ
っ
た
。

川
四
回
己
u
l

呂
田
旨

5
2
9
H
同
己
山
門
戸
。
ロ
目
立
ヨ
君
回
開
自
]
己
O〕

E
H
m
〉
口
白
岡
E
1
0可
o
p
p
H
3引
量
同
品
耳
目
富
」
吉
正
臼
吉
正
宮
町
『
昌
弘
忠
弘
3RN目
白
星
a

S
Rリ

巴

N
P
H
U

凶同同四叶山
]
M
}
M
M
-

同
開
吉
弘
子
司
目
品
目
吾

ω
・

帥
仰
号
L
M
M
J
E
四
日
耳
目
・

ω
晶
弘
子

p
z
m
E
Z
N
F

胸
骨
子
司
白
山
田
2
U
F
N仏

制
連
合
産
業
協
議
会
白
一
審
議
事
項
は
本
土
一
一
一
項
に
つ
づ
き
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
同
争
議
の
防
止
及
び
争
議
が
生
ぜ
る
場
合
の
よ
き
調
薬
む
た
め

に
、
医
主
主
白
川
動
者
自
問
に
じ
一
ず
る
問
題
。
交
渉
町
一
正
規
叩
方
法
の
確
立
国
職
業
及
び
一
雇
主
の
変

E
に
不
当
な
制
限
を
加
え
ず
労
働
者
の
所
得

及
び
雇
用
の
安
定
を
最
大
限
確
保
せ
し
め
る
方
法
伺
所
得
及
び
出
来
高
賃
金
額
の
決
定
、
調
整
及
び
同
に
述
べ
た
一
般
標
準
賃
金
率
の
決
定
去

は
別
に
支
払
の
方
法
と
簡
に
つ
い
て
生
ず
る
多
〈
の
紛
争
解
決
心
方
法
伺
技
術
的
教
育
及
び
訓
練
判
産
梁
上
の
調
査
と
そ
白
結
呆
の
十
分
な

利
用
制
労
働
者
考
案
。
発
明
改
良
を
十
分
考
慮
し
利
用
す
る
た
拍
白
、
ま
た
か
か
る
改
良
白
考
案
者
。
権
利
。
安
当
な
擁
護
の
た
由
。
便
宜

ρ

規
定
的
特
に
普
及
さ
れ
て
い
る
新
思
想
で
白
協
力
主
労
働
者
の
視
点
か
ら
の
十
分
な
考
憶
を
も
っ
て
の
工
程
、
機
械
組
織
の
改
善
と
経
首
に
闘

す
る
問
題
と
産
業
的
実
肢
の
研
究
伺
産
業
に
関
す
る
立
法
の
提
案
。

ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
は
、
己
の
第
一
次
報
告
の
後
に
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
白
と
し
て
、
第
二
、
三
、
四
次
ゐ
工
び
最
終
報
告
を

引
き
つ
づ
さ
発
表
し
た
。
第
一
次
報
告
が
、
組
織
化
の
進
ん
だ
産
業
分
野
に
連
合
産
業
協
議
会
の
設
立
を
勧
告
し
た
白
に
対
し
、
第
二

次
報
告
(
印

R
B品
一
回
8
0
1
)
は
未
組
織
産
業
に
賃
金
委
員
会
(
同
，

E
念

出

omEω
〕
の
設
立
を
勧
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
己
れ
に
つ
い

イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
展
過
稗
の
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

/¥ 
七

第
三
号



イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
展
過
程
の
一
考
察
件

第
八
十
二
巻

ノL
J'、

第

Eナ

四

に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。

系
主
確
立
、
維
持
す
る
こ

h
L
で
全
固
な

b
び
に
地
区
連
合
産
業
協
議
会
の
機
能
主
補
完
す
る
と
い
う
よ
り
も
モ
の
基
礎
を
な
す
も
の

(
可
。
砕
ω
円
。
自
百
円
耳
目
)

て
は
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
三
次
報
告

3
8
1
0日
自

g
q
同

8
0
2
0口
当
。
持

m
E日
目

5
0
2
)

「
工
場
委
員
会
白
日
的
は
す
べ
て
己
れ
ら
白
工
場
で
D
問
題
に
お
h
て
協
力
の
体

は
工
場
委
員
会

と
考
人

b
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
前
述
グ
ラ
イ
ド
を
典
型
と
す
る
労
働
組
合
界
に
ゐ
げ
る
職
場
委
員
会
、
工
場
H
作
業

場
委
員
会
活
動
の
活
溌
化
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ヲ
て
、
下
か

b
の
運
動
を
如
何
に
上
か
ら
再
編
成
す
る
か
が
問
地
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
工
場
委
員
会
の
存
在
を
認
め
な
が

b
、
モ
の
機
能
を
労
資
協
調
の
路
線
に
変
変
し
よ
う
と
す
る
も
臼
で
あ

る
o

モ
れ
故
に
、
報
告
が
「
こ
れ

b
工
場
委
員
会
の
活
動
は
活
動
の
組
織
と
方
法
に
沿
い
て
労
働
組
合
組
織
を
挫
折
官
し
め
て
は
た
ら

た
い
」
と
注
意
し
℃
い
て
も
「
ホ
イ
y

ト
レ
イ
計
画
と
く
に
合
同
職
場
協
議
会
に
闘
す
る
提
案
は
、
明
か
に
戦
闘
的
努
刀
と
し
て
の
職

場
委
員
の
意
気
を
く
じ
こ
う
と
す
る
願
望
か
ら
恩
H
つ
い
た
も
九
」
と
批
判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

第
四
次
報
告
ハ
岡
高

o
a
g
n
S
E
E
C富
山

E
h
F同
町
耳
目

CE)
は
調
停
沿
よ
び
仲
裁
に
関
ナ
る
も
の
で
、
委
員
会
は
強
制
仲
裁

(
口
。
目
宣
伝
。

3
P吋
宮
可
ω毘
。
ろ
が
戦
時
由
経
験
に
徴
し
て
も
ス
ト
ラ
イ
キ
を
さ
け
る
有
効
な
方
法
で
は
た
い
と
考
史
、

的
協
定
、
解
決
の
現
行
制
度
の
継
続
士
得
策
と
し
て
強
調
す
る
。
こ
れ
に
フ
い
て
報
告
は
「
一
円
わ
れ
わ
れ
は
強
制
仲
裁
の
い
か
友
る
制

労
資
の
自
主

度
に
も
反
対
で
あ
る
が
、
争
議
調
整
の
た
め
任
意
的
機
関
白
拡
大
に
は
賛
成
で
あ
る
.
労
資
双
方
が
そ
の
紛
争
を
調
整
で
き
な
い
場
合

は
、
独
自
由
調
撃
が
出
J

議
の
事
実
治
主
び
事
情
に
つ
い
て
た
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
戸
グ
ク
・
ア

ウ
ト
ど
引
き
の
は
す
何
ら
か
心
強
制
力
が
必
要
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
権
限
あ
る
公
告
が
モ
の
場
合
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
は
労
資
双
方
が
希
望
す
る
場
合
適
当
な
単
一
の
仲
裁
者
が
利
用
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
双
方
が
争
議
を
仲

裁
に
付
託
し
た
い
事
件
の
た
め
常
設
仲
裁
協
議
会
の
設
立
が
た
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
さ
ら
に
勧
告
す
る
」
と
結
論
し
て
い
も
の
で
あ
る
。

(斗



長
終
報
告

(EE]
一回
3
2
3
は
総
括
で
、
従
来
心
報
告
の
要
約
と
問
題
の
緊
急
佐
を
再
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
一
よ
う
に
、
労
働
者
の
組
織
的
な
産
業
管
理
へ
の
要
求
が
革
命
的
課
題
を
に
な
っ
て
進
展
し
た
不
安
状
態
に
対
処
ず
る
た
め
、

復
興
委
員
会
1
i
l
ホ
イ
ッ
ト

v
f
委
員
会
は
、
彼

b
の
産
業
へ
の
参
加
を
あ
る
程
度
前
与
し
な
け
れ
ば
な

b
ず
、
月
七
む
体
系
的
方
策
を

考
え
た
り
で
あ
る
。
体
系
化
と
は
、
彼
ら
に
許
与
す
る
産
業
参
加
に
つ
い
て
、
モ
の
限
界
士
市
し
、
資
本
制
社
会
秩
序
維
持
に
結
果
す

る
労
働
者
の
協
力
に
編
制
替
え
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
コ
ー
ん
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
資
本
家
と
労
働
者
白
同
の
協
調
と
い

う
、
本
質
的
に
は
非
平
命
的
な
考
え
方
に
改
め
よ
う
と
企
て
た
」
の
で
あ
る
。
従
っ
℃
、
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
の
機
能
の
譲
歩
的
側

面
に
関
す
る
限
り
、
労
働
組
合
、
反
苦
汗
連
盟
及
び
同
民
健
康
保
険
委
員
出
身
白
委
員
も
勧
告
に
賛
成
署
名
し
た
。
け
れ
ど
も
、

ζ

れ

ら
五
名
白
委
員
は
誠
与
に
伴
う
抑
制
的
条
件
に
は
不
満
を
も
ち
、
次
の
如
く
意
見
を
保
留
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

1

1

「
一
般
的
報
告
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
産
業
協
議
会
平
賃
金
委
員
会
が
、
そ
の
事
情
に
ど
ち
ら
が
よ
り
、
堪
切
で
あ
る
か
に
よ

っ
て
、
若
干
の
産
業
主
穿
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
労
資
を
代
表
す
る
こ
れ
ら
の
団
体
が
最
低
限
の
条
件
の
確
苦
産
業
の
共
通
の
利
益

の
促
進
に
専
心
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
勧
告
を
心
か
ら
支
持
し
た
い
k
思
う
。

し
か
し
、
か
く
し
て
労
資
問
に
確
立
さ
れ
た
よ
り
一
層
の
反
誼
的
関
係
は
産
業
白
平
和
と
発
展
に
対
し
慨
し
γ
好
都
合
な
事
情
を
与
え
る
と
認
め
る

け
れ
ど
も
、
労
資
問
の
完
全
な
一
致
は
こ
の
よ
う
に
し
て
は
効
県
が
あ
り
得
ず
、
か
か
る
機
関
が
、
私
的
刺
澗
的
動
機
に
よ
っ
て
主
に
支
一
削
さ
れ
指
令

さ
れ
て
い
る
経
済
制
度
の
活
動
に
伴
う
よ
り
深
刻
な
利
害
の
衝
突
の
解
決
を
果
た
す
も
の
と
は
期
待
で
き
な
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
表
明
し
た

い」こ
む
よ
う
た
司
イ
グ
ト
レ
イ
報
告
白
、
共
通
の
原
理
に
基
き
、
そ
の
内
容
の
一
部
を
構
成
し
て
、
最
侭
賃
金
に
開
削
す
る
勧
告
が
鈎
二

次
報
告
に
お
い
て
な
さ
れ
亡
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ギ
り
λ

最
低
賞
金
制
発
脱
過
程
の
一
考
察
相

第
八
十
二
巻

J¥ 
九

第
三
口
方

五



イ
ギ
リ
ス
最
低
位
金
制
発
展
過
程
の
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

Jc 

O 

第

号

ーノ、

ω
口
。
日
目
H
3
2
E
P
E汁
5
自
国
Zdq一2
口
開
日
1
0
2
B
』
ロ
品
開
日
司
q
o
p
p」志向。
3
3吉
弓
同
4
。
立
言
宗
可
宮
町
皇
室
内
同
時
3
3
2
m白

吋
山
口
『

N

ω
位礼子一
3
2
m
E
Z
叩・

ω
匝

--oロ
同
ロ
F
-田
3
N
G
V
U
1
5岳
司
君
ENM逮
(
四
内
論
社
版
九
コ
頁
)
。

川
町
向
性
。
正
室
内
皇
内
白
宣
言
N
尚
昆
』
品
目
、
E
F
Y
E四日
}
U
E
F
A

ωι
甲子

]Jmgq品
目
回
目
由
F

ω
ホ
イ
ァ

l
レ
イ
氏
は
後
に
(
一
九
一
九
年
十
月
七
日
)
、
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
の
報
告
提
案
の
趨
冒
に
つ
い
て
講
崩
し
「
あ
ら
ゆ
る
個
人
に

最
大
山
の
機
会
を
与
え
る
人
間
的
認
礎
の
上
に
こ
の
田
町
庄
業
み
」
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
.
同
時
に
全
社
会
の
福
相
り
た
め
す
べ
て
の
個
人
の
問

に
最
大
限
の
協
力
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
手
段
」
を
考
慮
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
己
目
国
・

4司
rH己
O
M
3
R
当
日
目
内
ω
円
。
日
目
H
2
2
山口白

目
白
血
己

ω円
円
ド

mwF
口
c
t
ロ
AUHHmJhQ~吉
足
、

nN誕
札

LFR凶

RhwN字、
し
て
唱

H目
N己
司
唱
戸
田
・

M
W
P
口
同
コ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
史
E
岩
波
版
一
七
一
頁
。

ωμ
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り
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賃

金

委

員

会

と

政

府

見

解

第
一
次
報
告
が
労
資
の
組
織
の
よ
く
発
展
し
て
い
る
産
業
(
グ
ル
ー
プ
A
)
を
対
象
と
し
た
白
に
対
し
、
第
二
次
報
告
は
組
織
は
あ

る
が
モ
の
程
度
白
劣
れ
る
産
業
一
ハ
グ
ル
ー
プ
B
)
及
び
不
完
全
で
い
か
左
る
代
表
組
織
も
も
た
た
い
産
業
(
グ
ル
ー
プ
C
)
に

関

す

る

も

の
で
あ
る
。
ま
ず
グ
ル
ー
プ

B
白
『
民
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
第
一
次
報
告
白
提
案
(
産
業
協
議
会
の
設
置
)
が
適
用
さ
れ
る
べ
ふ
さ
で
あ



る
と
し
、
た
だ
￥
協
議
会
の
申
出
に
よ
っ
て
、
政
府
か
ら
一
、
二
名
の
代
表
が
加
わ
る
べ
き
こ
と
と
論
じ
て
い
ん
。
し
か
し
産
業
グ
ル

ー
プ

A
b
工
び
B
に
お
い
て
も
労
資
組
織
程
度
の
一
低
い
部
門
、
地
域
に
お
い
て
は
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
で
、
全
国
協
議
会
に
代
っ
て

賃
金
委
員
会
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
第
三
の
グ
ル
ー
プ
産
業
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
勧
告
す
る
。

「

グ

ル
ー
プ

C
の
産
業
の
組
織
水
準
は
わ
れ
わ
れ
の
提
案
し
た
全
国
又
は
地
区
産
業
協
議
会
白
計
画
を
不
適
当
な
ら
し
め
る
。
と
れ
ら
の
産

業
に
は
賃
金
委
員
会
法
の
機
関
が
よ
く
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
全
国
協
議
会
中
地
区
協
議
会
の
設
立
を
可
能
な
ら
し
め

る
程
度
む
組
織
の
発
展
に
一
主
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」
と
。
モ
こ
で
報
告
は
賃
金
委
員
会
法
の
問
題
点
を
一
市
す
。
す
な
わ
ち
、

「
賃
金
委

員
会
法
は
、
本
来
、
若
干
の
未
組
織
産
業
の
最
低
賃
金
水
準
を
確
立
さ
せ
る
た
め
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
若
干
の
一
連
日

諸
問
題
|
|
他
白
事
情
に
お
い
て
は
一
民
主
組
織
と
労
働
組
合
と
の
聞
の
団
体
交
渉
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
ー
ー
に
関
す
る
交
捗
及

ぴ
決
定
の
た
め
の
正
規
の
機
闘
に
代
る
方
法
と
し
て
賃
金
委
員
会
は
み
在
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
賃
金
委
員
会
法
が
未
組
織

の
、
ま
た
組
織
の
悪
い
産
業
キ
産
業
部
刊
で
一
層
大
き
円
利
用
牲
が
あ
る
た
め
に
は
若
干
の
修
正
が
賃
金
委
員
会
の
機
能
を
拡
大
す
る

七
め
に
は
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
賃
金
委
員
会
は
最
低
賃
金
率
の
み
な

b
ず
労
働
時
間
ゃ
、
賃
金
及
び
時
間
と
類
似
の
問
題
を
取
扱
う

権
限
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
白
と
勧
告
す
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
意
見
で
は
賃
金
委
員
会
の
機
能
が
拡
大
さ
れ
て
、
委
員
会
は
当
該

産
業
や
そ
白
産
業
の
部
門
に
関
ず
る
あ
b
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
を
提
唱
し
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」

つ
当
該
産
業
平
モ
の
産
業
の
部
門
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
問
に
つ
い
て
の
検
討
」
と
は
「
産
業
の
福
利
に
関
す
る
諸
問
題
主
体
系

的
に
考
慮
す
が
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
以
上
白
点
の
立
法
的
措
置
を
勧
告
す
る
の
で
あ

wT

と
o 

か
く
し
て
明
か
た
よ
う
に
、
ホ
イ
ヴ

1
レ
イ
報
告
に
ゐ
け
る
賃
金
委
員
会
は
、
第
一
に
未
組
織
産
業
部
門
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
第
二
に
将
来
産
業
協
議
会
に
発
展
す
る
過
渡
的
性
格
を
も
ち
、
産
業
協
議
会
の
代
行
的
機
関
で
あ
る
こ
と
。
第
三
に
機
能
は
最
低

イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
展
過
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の
一
考
察
伺
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巻
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ノ、、

賃
金
半
の
決
定
に
と
ど
ま
ら
ず
産
業
福
利
の
諸
問
題
を
取
抜
う
工
う
拡
大
}
さ
れ
て
い
る
こ

F
。
第
四

K
労
働
大
臣
白
権
限
が
拡
大
さ
れ

た
こ
と
(
立
法
措
慌
の
勧
告
の
第
三
項

1
註
問
を
参
附
さ
れ
た
い
)
1
i
i
以
上
四
つ
の
主
要
点
を
も
つ
も
の
正
い
え
る
。
そ
し
て
全
体
と
し
て

い
わ
ゆ
る
ホ
イ
ヅ
ト
レ
イ
主
義
の
一
環
と
し
て
位
民
づ
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

己
の
第
二
次
報
告
は
署
名
と
町
布
の
期
間
に
半
年

U
上
を
経
過
し
、
第
一
次
報
告
の
場
合

会
一
一
ヶ
月
)

上
り
か
友
り
長
期
を
要
し
て

い
る
(
前
掲
年
表
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
と
れ
仕
復
興
省
及
び
労
働
省
に
よ
っ
て
、
報
告
の
勧
告
内
容
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
た
め
で
あ

っ
た
。
政
府
当
局
は
と
れ
を
ど
D
よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
の
工
う
な
態
度
、
方
策
を
示
し
か
か
。
第
二
次
報
告
の
配
布
と

F
も
忙
発
表

さ
れ
た
復
興
大
は
と
労
働
大
匡
に
よ
る
覚
書
(
冨
何
回
司
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『
司
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司

。
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。
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E
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的
勧
告
は
次
の
一
{
項
の
立
法
措
置
を
主
張
す
る
。

品
川
貨
余
委
員
会
は
最
低
貸
金
串
円
決
定
に
加
え
て
、
労
働
時
間
と
貨
金
及
び
時
間
と
類
似
の
問
題
を
取
扱
う
持
限
を
も
つ
べ
き
こ
と

付
賃
金
委
員
会
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
商
業
の
一
赦
的
利
害
の
問
題
と
同
械
、
肺
業
の
庄
業
的
条
件
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
所
管
政
府
部
門
に
詞

査
を
提
唱
し
甲
入
れ
を
す
る
権
限
を
も
つ
べ
き
こ
と
。

同
十
分
に
庫
業
を
代
去
し
℃
い
ゐ
産
業
協
議
会
が
申
請
せ
る
場
合
、
も
し
事
情
が
実
肖
で
あ
れ
ば
、
労
働
大
臣
は
そ
の
産
業
部
門
の
た
め
に
産



業
協
議
会
に
代
わ
る
賃
金
委
員
会
を
設
立
し
、
試
は
ま
た
賃
金
委
員
立
法

r
よ
っ
て
協
議
会
を
賃
令
委
民
会
に
指
定
す
る
命
令
を
出
す
権
限
を

も
つ
べ
き
こ
k
Q
E
L
-
-
司
同
P
R
ω
]
U
E
N
U
)

覚
書
に
よ
れ
ば
、
政
府
の
第
二
次
報
告
白
賃
金
委
員
会
制
度
に
対
す
る
茶
木
的
態
度
は
|
|
「
第
二
次
報
告
に
あ
る
勧
告
白
す
べ
て

を
採
択
す
る
こ
と
は
待
即
一
的
観
点
か
ら
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
「
一
た
。
し
か
し
望
ま
し
く
思
わ
れ
る
修
正
は
委
員
会
白
連
合
産
業

協
議
会
設
立
の
提
案
の
広
一
礎
と
な
り
℃
い
る
原
則
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
修
正
は
定
業
協
議
会
と
賃
金
委
員
会
に
関
す
る
労
働
省
の

管
浬
上
の
経
験
を
利
用
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
産
業
協
議
会
及
び
提
案
の
拡
充
せ
る
賃
金
委
員
会
の
確
立
に
お
い
て
考
え
ら

れ
る
利
説
増
大
に
か
ん
が
み
て
、
第
二
次
報
告
の
勧
告
を
展
開
す
る
場
合
、
政
府
が
必
要
と
み
た
す
修
正
を
な
し
、
賃
金
委
員
会
と
産

業
協
議
会
と
の
関
係
を
明
か
医
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
工
う
で
あ
か
」
ー
ー
と
い
う
、
い
わ
ば
政
府
白
管
理
的
立
場
か
ら
の
修
7
1
の
上

で
の
是
認
で
あ
る
。

政
府
白
修
正
意
見
は
ど
む
よ
う
主
点
で
あ
っ
た
か
。
覚
書
に
よ
る
修
正
の
第
一
は
、
グ
ル
ー
プ

A
D
産
業
で
労
資
組
織
は
あ
る
が
権

限
を
も
ヮ
て
い
な
い
産
業
で
は
、
三
重
の
組
織
(
全
国
、
地
域
、
工
場
〉
は
修
正
し
て
全
国
産
業
協
議
会
に
切
言
者
と
し
て
一
乃
至
大
低

「
産
業
協
議
会
に
つ
い
て
は
一
つ
の
タ

イ
プ
を
白
み
認
め
、
産
業
協
議
会
の
申
出
に
よ
る
以
外
は
協
議
会
に
公
式
白
代
表
を
つ
け
加
え
な
い
主
う
決
定
さ
れ
た
」
乙
と
。
第
二

は
二
名
心
労
働
省
代
表
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
第
二
次
報
告
の
勧
告
内
容
に
関
し
て
、

は
、
勧
告
で
は
賃
金
7

委
員
会
と
産
業
協
議
会
が
密
切
な
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
、

「
賃
金
委
員
会
と
産
業
協
議
会
の
関
係
は
二
つ
白
タ

イ
プ
D
団
体
の
目
的
、
構
造
白
甚
し
い
相
呉
の
た
め
運
常
上
多
く
の
困
難
が
治
己
る
。
賃
金
委
員
会
が
産
業
協
滋
会
の
た
め
の
計
画
士

立
て
る
己
と
は
勧
告
と
し
亡
認
め
ら
れ
な
い
し
、
主
た
未
組
織
地
域
の
賃
金
委
員
会
が
連
合
産
業
協
議
会
と
結
び
づ
け
て
設
立
さ
れ
る

乙
と
も
お
モ

b
く
な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
己
れ
は
賃
金
委
員
会
の
日
的
、
機
構
を
ど
う
考
え
る
か
の
相
具
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
肢
過
程
の
一
考
察
H
H
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覚
書
に
沿
い
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
賃
金
委
員
会
の
産
業
協
議
会
に
対
す
る
独
自
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
合
産
業
協
議
会
が
性

格
と
し
て
任
意
的
た
も
白
で
あ
り
、
労
資
組
織
聞
の
協
定
で
設
立
さ
れ
、
委
員
は
両
組
級
よ
り
出
さ
れ
、
機
能
は
賃
金
以
外
白
産
業
上

白
広
範
囲
に
亙
り
、
財
政
は
政
府
補
助
を
受
け
な
い
自
主
的
ふ
な
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
賃
A
M
委
員
会
は
労
働
大
臣
に
工
っ
て
設
立
合
一
れ

る
法
的
同
体
で
あ
り
、
委
員
は
労
資
と
労
働
大
臣
任
命
の
三
者
構
成
で
、
機
能
の
主
た
点
は
最
低
賃
金
率
の
決
定
で
あ
り
、
財
政
は
政

府
支
弁
で
あ
っ
て
、
両
者
は
相
異
る
も
の
と
考
え
ら
一
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
設
烹
の
基
準
は
「
産
業
協
議
会
が
一
定
の
産
業
に
設
立
さ
れ

る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
は
労
資
自
組
織
程
度
に
よ
り
、
一
方
賃
令
委
員
会
が
設
中
比
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
は
主
に
そ
の
産
業

の
或
は
そ
の
何
れ
か
心
部
門
の
一
般
的
た
賃
金
率
に
よ
る
」
(
傍
点
|
筆
者
)
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
賃
金
委
員
会
は
第
二
次
報
告

白
場
合
の
よ
う
に
た
だ
組
織
程
度
白
低
い
産
業
、
部
門
な
ら
び
に
地
域
に
限
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
設
立
の
基
準
は
賃
金
率
白
低
さ
に

ゐ
い
て
考
え
、
両
者
は
併
立
し
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
賃
金
委
員
会
は
産
業
協
議
会
に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
し
後

者
を
設
立
す
る
組
織
的
条
件
が
で
き
た
場
合
に
も
賃
金
委
員
会
と
全
く
異
る
線
で
産
業
協
議
会
は
設
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
モ
れ
故

賃
金
J

委
員
会
が
産
業
協
議
会
の
計
画
主
立
て
る
こ
と
は
望
し
く
な
い
と
賃
金
委
員
会
の
産
業
協
議
会
へ
の
過
渡
的
存
在
と
し
て
の
性
格

は
否
定
さ
れ
て
、
モ
の
相
対
的
独
自
性
が
政
府
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ

τい
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
く
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

イ
ギ
リ
月
白
賃
令
問
題
は
第
一
次
大
戦
期
を
通
じ
て
諸
問
題
を
提
起
し
た
。
就
中
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ロ
己

E
Eロ
か
ら
男
女
賃
金
格
差
が
問
越
と
さ
れ
、
ま
た
戦
時
経
済
の
不
均
衡
発
展
か
ら
生
じ
た
賃
金
半
の
地
域
産
業
な
ら
び
に
企
業
問

白
格
差
が
労
働
組
合
組
織
の
全
国
的
拡
大
化
に
基
く
各
産
業
の
全
国
的
統
一
賃
金
率
へ
の
指
向
の
故
に
課
題
と
な
っ

τき
た
。
事
実
、

戦
時
ボ
ー
ナ
ス
は
全
国
的
な
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
白
よ
う
な
課
題
に
対
し
、
連
合
産
業
協
議
会
は
賃
金
と
労
働
時
間



宮
中
心
に
、
と
り
わ
け
賃
金
に
つ
い
亡
は
賃
金
率
の
標
準
化
土
問
題
と
し
、
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
モ
れ
に
つ
い
て
事
実
若
干
の
部
門

に
お
い
て
は
機
能
を
果
し
得
た
。
し
か
し
全
国
的
賃
金
協
定
は
極
め
亡
困
難
で
あ
り
、
た
と
え
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
非
加
理
企
業
に

対
す
る
強
制
が
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
協
議
会
の
な
か
に
は
当
初
よ
り
賃
金
問
題
を
除
外
し
、
他
心
合
同
機
関
に
付
託
す
る
場
合
が

み
ら
れ
た
。
ま
た
産
業
協
議
会
白
設
立
は
政
府
の
期
作
程
迅
速
に
進
み
得
ず
、
事
態
の
要
請
に
応
え
る
に
は
不
卜
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
及
び
将
来
白
悶
難
性
白
予
測
の
故
に
(
産
業
協
議
会
の
そ
の
後
の
崩
壊
は
こ
り
賃
金
問
題
に
原
因
し
た
の
で
あ

る
)
、
迅
速
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
法
的
権
限
を
も
っ
賃
金
委
員
会
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
相
対
的
独
自
性
が
主
張
さ
れ
た

も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
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ギ
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過
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同
質
金
問
題
を
審
議
事
引
か
ら
除
外
し
た
産
業
協
議
去
の
一
例
と
し
て
は
建
築
業
の
協
議
会
を
(
一
九
一
六
年
二
月
設
立
〕
ふ
め
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
(
旬
、
唱
。
、
同
室
内
宮
内
同
比
与
町
匂
N
N
S
S
M
E
K

可ヨ
h
E
白
ミ

L

主
主

LF昔
え
2
丘
町
E
s
s
r
~
U
N
1
H
M
W
N
h也
匂

臼

)

ノ、

一
九
一
八
年
賃
金
委
員
会
法
の
成
立

ホ

f
y
ト
レ
イ
委
員
会
第
二
次
報
告
(
一
九
一
七
年
十
月
十
八
日
)
に
基
い
て
、
政
府
は
一
九

O
九
年
法
の
修
正
法
案
を
提
出
す
る
意

図
を
明
か
陀
し
h
(
一
九
一
八
年
三
月
四
日
Y
そ
の
二
ヶ
月
後
(
五
月
b
口
〉
、
労
働
大
臣
ヂ
司

I
ジ
・
ロ
パ

1
ツ
(
の

0
2沼
田
。
『
内
耳
ω

'
労
働
党
所
属
)
に
よ
っ
て
修
正
法
案
は
提
出
さ
れ
、
第
一
説
会
は
問
題
な
く
通
過
し
亡
第
二
読
会
(
六
月
十
七
日
)
の
討
論
に
入
る
。

こ
こ
で
労
働
大
限
は
「
ま
ず
全
員
一
致
で
一
九

O
九
年
賃
金
委
員
会
法
が
、
モ
の
業
種
に
従
事
し
て
h
る
労
働
者
の
た
め
だ
け
で
な
く

て
、
業
界
モ
れ
同
体
の
一
た
め
に
も
多
大
の
初
利
を
も
た
ら
し
た
と
イ
ギ
リ
ス
に
沿
い
て
も
ま
た
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
信
ず
山
し
と

占
九

O
九
年
以
降
最
低
賃
金
制
の
適
用
業
種
数
及
び
適
用
労
働
者
数
噌
大
の
事
実
に
か
ん
が
み
て
、

一
九

O
九
年
法
の
成
果
を
評
価
し
、

「
本
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
委
員
公
白
設
立
、
校
低
賃
ム
川
市
小
の
決
定
に
必
要
な
手
続
を
簡
単
に
し
、
そ
し
て
ま
た
若
干
の
点
で
委
員

会
に
権
限
を
与

ιる
こ
と
」
と
提
案
の
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
疑
い
も
な
く
大
戦
後
産
業
の
大
ふ
さ
な
変
助

が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
モ
し
て
そ
れ
は
若
干
の
産
業
に
治
い
て
委
員
会
設
立
の
た
め
速
か
に
調
整
機
凶
の
役
立
つ
べ
き
こ
と
が
と
く
に

必
要
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
ジ
ヱ
ル
(
ロ

O
g
p可
民
的
色
ω)
も
指
摘
す
る
よ
う
防
、
大
戦
後
予
想
古
れ
る
経
済
混

乱
を
防
止
ず
る
た
め
賃
金
統
制
の
必
突
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
一
九
一
八
年
法
主
実
現
せ
し
め
る
精
神
な
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
賃
金

委
員
ム
一
品
も
、
産
業
協
議
会
と
同
じ
く
産
業
調
和
午
維
持
、
産
業
の
拡
大
、
殆
日
肢
の
た
め
の
手
段
目
一
つ
と
し
て
、
そ
の
強
化
拡
充
が
必

更
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。



で
は
修
正
法
家
に
お
い
て
一
九

O
九
年
法
を
修
正
す
る
主
要
点
は
ど
む
点
に
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
点
は
、

一
九

O
九
年
法
に
よ
れ
ば

最
低
賃
金
制
の
拡
大
適
用
の
た
め
に
は
緊
急
命
令
法
の
手
続
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
友
か
っ
た
の
に
対
し
、
本
法
案
に
h

J

H

て
は

こ
の
手
続
を
必
要
と
せ
ず
、
た
だ
一
調
査
と
異
議
申
立
の
た
め
の
適
当
な
機
会
が
与
え
b
れ
た
後
、
特
別
命
令
花
上
つ
一
て
委
員
会
を
設
立

で
き
る
権
限
を
労
働
大
臣
に
与
え
る
こ
と
に
な
勺
た
。
第
二
D
点
は
、
賃
金
委
員
会
に
保
障
最
低
時
間
賃
金
率
の
決
定
権
主
与
え
る
こ

と
。
第
三
点
は
賃
金
委
員
会
に
超
過
時
間
に
つ
い
て
相
呉
れ
る
賃
金
率
を
決
定
寸
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
。
第
四
点
は
鼠
低
賃
金
率
の

勧
告
よ
り
実
施
ま
で
の
期
間
、
現
行
白
九
ヶ
月
を
三
ヶ
月
に
短
縮
す
る
と
と
。
第
五
点
は
委
員
会
法
に
違
反
せ
る
雇
主
を
告
訴
す
る
点

で
の
修
正
号
が
主
要
な
問
題
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

最
低
賃
金
制
修
正
の
基
本
的
方
向
と
し
て
全
国
一
律
辰
低
賃
金
制
の
総
立
が
、
特
に
労
働
組
合
側
か

b
か
ね
て
要
望
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
労
働
大
臣
は
そ
れ
を
精
細
に
検
討
す
る
と
大
き
な
困
難
が
あ
り
、
賃
金
委
員
公
制
度
は
伸
縮
性
を
も
っ
て
産
業
毎
に
相
具

す
る
こ
こ
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
「
わ
れ
わ
れ
は
産
業
の
状
活
白
制
次
的
改
善
を
意
函
し
、
た
だ
一
挙
に
す
べ
て
を
完
成
す
る
こ
と
は

で
き
な
川
L

と
所
信
を
披
渡
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
白
法
案
に
よ
叫
け
る
賃
余
委
員
会
白
設
立
の
基
準
は
賃
金
率
心
低
位
に
ゐ
か
れ
た
の

で
は
な
く
て
、
組
織
の
程
度
に
、
す
な
わ
ち
未
組
織
産
業
分
野
に
お
か
れ
た
。
従
っ
て
、
モ
の
賃
金
委
員
会
は
注
業
協
議
会
に
移
桁
発

良
す
べ
き
も
の

ιし
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
明
か
に
ホ
イ
ヅ
ト
レ
イ
第
二
次
報
告
に
準
拠
し
た
委
員
会
制
度
察
で
あ
っ
た
。
モ
れ
は
、
こ

白
第
二
読
会
の
同
期
が
第
二
次
報
告
発
表
後
、
復
興
省
、
労
働
者
の
合
同
覚
書
発
表
以
前
に
当
り
、
政
府
は
ホ
イ
y
l
v
イ
委
員
会
の

方
針
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
と
み
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ω
労
働
者
政
務
次
日
プ
リ
ヂ
マ

γ

門
田
口
【
日
向
。
自
己
る
は
一
九
一
八
年
一
一
一
月
四
日
、
下
院
で
「
労
働
大
臣
は
議
会
の
事
情
が
許
す
か
F
り
速
か
に
賃

金
委
員
法
惨
正
法
案
全
上
科
す
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
町
内
N
2
s
s
s
Eミ
回
包
邑

E
円。ヨ
S
言句・

5HFAqo-
ド
口

F

E∞山)

イ
ギ
リ
λ

最
低
賃
令
制
発
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過
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一
考
察
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第
二
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凹



イ
ギ
d
p

ス
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低
賃
金
制
発
展
過
程
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一
考
察
伺

第
入
十
二
巻

九
ノl

第
三
号

四
[eq 

M
W

一
九
一
六
年
十
二
月
の
へ

γ
ダ
l

ソ
ン
(
国

3
骨
日
自
〉
ホ
ザ
ヂ
(
国
。
且
岡
る
パ

l

y
ズ
円
四
回
自
由
〉
白
場
合
を
始
め
と
し
て
、
労
働
党
議
員

。
戦
時
内
閣
へ
の
入
閣
が
み
ら
れ
、
ロ
パ
ー
ツ
(
同

o
Z吋
広
)
も
一
九
一
七
年
八
月
十
七
日
労
働
大
臣
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
政
治
的
譲

歩
む
一
形
態
で
み
め
る
。

川何回以内凶
L
N
S諸富町内川崎、
H
b
Q
F且
宮
町
。
送
還
。
誌
旬
、

H
由
-
p
d
q
o
H
H
O
Y
由
旧
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
ま
た
」
と
い
う
の
は
オ

l
ヌ
ト
ラ
リ
ヤ
、
ゲ
ィ
ク
ト

リ
ヤ
川
の
誠
低
賃
金
制
(
一
八
九
大
年
)
が
一
九

O
三
年
体
正
さ
れ
て
委
員
会
権
限
を
拡
大
し
、
当
時
に
至
る
二
十
年
間
に
一
且
勺
て
苦
汗
産
業
を

減
少
し
、
末
熟
練
労
働
者
の
競
争
的
な
事
用
か
ら
保
護
し
て
き
た
効
果
を
労
働
大
臣
が
認
め
て
、
そ
れ
と
対
比
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
成
果
を
前
じ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
本
修
眠
法
の
提
案
に
お
い
て
も
一
九

O
九
年
法
。
場
合
と
同
様
グ
ィ
ク
ト
リ
ヤ
州
の
例
が
常
に
参
考
に
さ
れ
て

い
る

ω

ω
一
九

O
九
年
法
は
一
九
一

O
年
一
月
一
日
よ
り
有
効
と
な
っ
た
が
、
そ
の
時
は
四
業
種
、
一
四
一
二
、
五

O
C人
(
男
子
入
六
、
七

C
O人
、
女

干
一
四
三
、
五

C
C人
)
に
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
緊
急
命
令
を
も
っ
て
託
業
種
か
拡
大
‘
本
体
正
法
案
上
程
時
に
お
い
て
は
三
九
万
人
(
男
子

八
万
人
、
女
子
三
一
万
人
)
に
ま
で
適
用
が
及
ん
だ

(
M
d
ユ
官
選
宮
古
コ
匂
昆
ぬ
な
ω
円
。
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遠
望
♂
忌
H
F
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D
戸
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旧
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閥
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山
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宅
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官
、
v
b
&ミ
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円
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S
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n品
目
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・

ω
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E
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呂
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R
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ω
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H
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戸
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U
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雲
室
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ぬ
弓

U
S
旦
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口
言
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句

L
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F
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H
H
S
・
g
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
政
府
提
案
に
づ
い
て
第
二
読
会
で
は
激
し
く
討
論
が
行
わ
れ
た
。
政
府
原
案
に
対
し
、
反
対
的
立
論
の
主

要
点
白
第
一
は
緊
急
命
令
法
の
ず
続
を
不
要
に
し
、
と
れ
に
代
え
て
特
別
命
令
を
も
っ
て
す
る
点
に
あ
ヮ
て
、
そ
の
理
由
が
賃
金
委
員

会
制
適
用
の
迅
速
化
で
あ
っ
て
も
、
経
験
白
上
か
ら
修
正
白
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
修
正
法
案

令

筆

者

)

ほ
大
き
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

「
こ
山
権
限
〈
特
別
命

労
働
大
臣
に
与
え
て
も
差
支
え
な
い
と
私
は
悼
っ
て
よ
い
V

と
思
う
」
と
述
ペ
上

い
か
に
労
働
大
庄
が

は
労
働
大
医
に
官
僚
的
権
限
を
ケ
え
る
己
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、



う
が
、
労
働
大
厄
個
人
の
手
に
非
常
に
大
さ
た
権
限
を
付
守
す
る
も
の
と
考
土
、
か
く
し
て
生
ず
る
政
府
干
渉
は
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
の

喪
失
で
あ
り
、
か
え
っ
て
混
乱
を
ひ
き
起
す
も
の
で
あ
る
と
資
木
主
義
的
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
論
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
皮
対
論
の
根
底
に
、
最
低
賃
金
制
の
拡
大
が
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
国
際
的
競
争
を
不
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
疑
惑
が
あ
っ
た

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

反
対
論
よ
り
も
賛
成
論
は
よ
り
強
く
主
張
さ
れ
た
。
カ
ペ
ン
デ
ィ

γ
L

・ベ

Y
テ
イ
ッ
グ
(
問
自
司
口
君
。
ロ
ι
E
F
回

g
Eの
ご

う
l
!
l

は
レス

筆
者
)
を
通
過
さ
す
の
に
一
刻
を
も
失
う
こ
よ
な
き
ょ
う
希
望
す
る
。
な
ぜ
な
ら
平
和
が
来

る
》
、
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
危
険
の
一
つ
は
イ
ギ
り
ス
の
婦
人
労
働
者
の
賃
金
が
閣
の
産
業
福
祉
と
単
に
一
致
し
な
い
だ

「
私
は
政
府
が
こ
の
法
案
(
一
九
一
八
年
賞
品
法
案

け
で
な
く
て
、
イ
ギ
リ
λ
国
民
の
楕
祉
と
将
来
に
と
っ
て
も
不
利
な
水
準
に
ま
で
確
か
に
余
儀
な
く
下
が
る
こ
と
に
な
る
だ
る
う
か
ら
で
あ
る
」
。

ま
た
労
働
党
所
属
議
員
ア
ン
ダ
ー
ソ
ソ
(
巧

n・krロ且
q
gろ
は
次
白
よ
う
に
提
案
を
支
持
す

"
G
o
-
-

「
わ
れ
わ
れ
は
現
在
九
年
間
に
亘
る
賃
金
委
員
会
法
の
実
施
を
み
て
、
そ
の
長
所
之
主
も
に
短
所
・
欠
点
の
九
年
間
町
経
験
を
も
っ
た
。
私
は
こ
れ
ら

の
失
点
の
改
正
点
が
す
べ
て
こ
の
法
案
に
含
ま
れ
て
い
る
と
了
解
す
る
。

試
験
的
な
段
階
を
通
過
し
た
現
在
、
本
法
の
機
関

rよ
っ
て
一
般
的
な

機
能
k
運
用
を
迅
速
化
す
る
方
法
主
見
出
す
と
し
乙
が
で
き
る
。
大
戦
中
の
あ
れ
こ
れ
の
種
類
の
社
会
的
立
法
を
道
入
す
る
こ
と
は
惑
い
と
若
干
の
方
閣

で
主
張
き
れ
た
。
そ
の
議
論
は
、
も
し
新
し
い
原
理
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
あ
る
程
度
督
当
性
が
あ
っ
士
か
も
し
れ
な
い
が
、
立
法
に
つ
い
て

の
新
し
い
原
理
は
何
も
伴
わ
れ
て
い
な
い
白
で
あ
る
」

モ
し
て
彼
は
、
政
府
官
僚
性
の
強
化
K
つ
い
て
は
資
本
家
的
官
僚
性
と
同
様
反
対
し
て
、
労
働
者
の
発
言
権
を
要
求
す
る
の
で
あ
る

が
、
賃
余
委
員
会
制
度
そ
む
も
む
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
評
価
し
て
次
む
よ
う
に
賛
成
の
こ
と
ば
を
結
ん
で
い
る
心
で
あ
る
1

|

イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
令
制
発
展
過
程
り
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

九

九

第

号

四
五



イ
ギ
リ
ス
故
低
賃
金
制
発
展
過
程
の
一
考
察
悼

第
八
十
二
巻

。。
第

号

四
六

「
も
し
諸
若
が
、
戦
後
、
解
雇
、
か
な
り
の
失
業
、
労
働
争
議
及
び
混
乱
を
望
ま
な
い
な
ら
、
そ
の
叫
に
間
に
あ
う
だ
け
の
恭
鎚
を
わ
れ
わ
れ
は
設
け

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
な
さ
れ
る
べ
き
こ
し
と
は
健
康
前
な
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
で
き
る
限
り
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る

G

そ
し
て
私
が
心
か
ら

こ
の
法
案
を
支
持
す
る
の
も
、
法
案
が
か
か
る
方
向
へ
町
一
段
階
で
あ
る
を
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
た
討
論
の
結
果
原
案
が
採
択
さ
れ
て
委
員
会
付
託
と
た
っ
た
。
委
員
会
か
ら
む
報
告
(
一
九
-
八
年
七
月
六
日
)

に
基
い

て
賃
金
委
員
会
法
実
は
第
三
読
会
(
同
年
七
月
二
十
二
日
)
で
白
検
討
に
入
る
わ
け
で
あ
る
。

と
り
や
め
髭
急
命
令
の
ま
士
に
寸
る
修
正
点
ハ
何
れ
も
第
一
条
に
関
す
る
も
の
)

第
三
読
会
に
お
い
て
は
委
員
会
か

b
の
修
正
案
す
な
わ
ち
、
賃
金
委
員
会
制
度
を
農
業
に
も
肱
大
す
る
修
正
点
、
前
記
特
別
命
令
を

は
否
、
決
さ
れ
た
が
、
第
二
条
の
「
議
会
の
承
認
芯
く
し

τ
(百円
F
o
E〉
あ
ら
ゆ
る
特
別
命
令
は

」
を
「
議
会
の
承
認
の
後
に
む
止
。
。

」
に
か
え
る
修
正
点
は
採
決
の
結
柴
ハ
賛
成
一

八
O
、
否
決
二
三
リ
採
択
さ
れ
、
そ
の
他
若
干
の
点
で
修
正
を
み
た
の
ち
第
三
議
会
主
通
過
し
た
。

こ
の
討
論
過
程
で
労
働
大
臣
が
賃
金
委
員
会
設
定
の
基
準
を
「
低
賃
金
」
と
「
未
組
織
に
治
さ
」
特
に
前
者
に
重
点
を
ふ
お
い
た
。
こ

れ
は
第
二
読
会
心
と
き
(
後
者
を
基
準
と
L
t
)

か
ら
変
っ
て
い
る
。

第
=
一
読
会
は
前
述
の
復
興
省
、

労
働
省
合
同
党
菩
発
表
(
七
月
七

日
〕
直
後
で
あ

p
、
大
臣
白
下
院
答
弁
は
覚
書
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
て
、
覚
書
と
ホ
イ
ソ
ト
レ
イ
第
二
次
報
告
の
相
具
が
第
二

説
会
と
第
三
読
会
に
治
け
る
政
府
見
解
白
相
異
に
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
第
三
読
会
に
お
い
て
ム
部
修
正
可
決
後
、

上
院
で
の
細
目
上
で
の
修
正
を
賛
成
可
決
し
て
(
同
年
八
月
六
日
)
、

つ
い
に

一
九
一
八
年
八
月
八
日
、

一
九
一
八
年
賃
金
委
員
会
拡
は
正
式
に
承
認
さ
れ
て
成
立
す
る
に
至
ヮ
た
の
で
あ
る
。

法
律
は
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
委
員
会
に
よ
り
て
勧
告
さ
れ
た
と
お
り
の
産
業
ー
の
諸
条
件
に
関
す
る
広
汎
な
権
限
を
委
員
会
に
付
与
し
な
か

っ
た
が
、
そ
の
業
種
に
闘
す
る
諸
条
件
に
b
い
て
管
轄
政
府
部
局
に
勧
告
す
る
権
限
が
与
え

b
れ
た
。
賃
金
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
産



業
協
議
会
に
対
す
る
相
対
的
独
自
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
は
産
業
協
議
会
に
移
行
す
る
も
白
で
な
い
に
し
て
も
、
未
組
織
産
業
部
門
に

お
い
て
は
に
産
業
協
議
会
の
代
行
機
関
と
古
れ
た
。
こ
の
と
と
は
最
初
述
J

、
た
よ
う
に
一
九
一
八
年
賃
金
委
員
会
制
度
が
韮
本
的
に
ホ

イ
ッ

I
レ
イ
主
義
の
原
則
に
基
く
も
白
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
る
。

ω
修
正
法
に
反
対
の
一
人
ホ
ル
ト
議
員
〔
冨
F
H
t
H
C
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
一
九
ひ
九
年
法
で
設
け
ら
れ
た
規
定
が
な
ぜ
今
撤
廃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
程
解
で
ぎ
な
い
と
表
明
せ
ざ
る
を
ね
な
い
c

ま
た
労
働

大
臣
が
絶
対
に
そ
の
柿
廃
を
望
む
事
情
で
は
な
い
と
確
か
に
剛
山
ぅ
。
な
ぜ
な
ら
紋
は
一
九

C
九
牛
法
の
規
定
が
全
く
日
く
実
施
さ
れ
な
か
り
た
こ

と
を
一
却
す
例
を
与
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
ま
た
な
ぜ
一
九
心
九
年
訟
の
針
常
に
重
要
な
規
定
を
撤
廃
す
る
こ
と
が
提
察
さ
れ
る
の
か

M

り
た
い
し
、
す
べ
て
諭
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
忠
う
。
雇
主
及
び
被
用
者
に
あ
る
人
々
り
、
賃
金
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
調
整
す
る
拡

利
が
少
し
は
干
川
即
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
誰
も
思
り
て
い
な
い
。
公
開
市
場
で
の
売
闘
の
基
本
的
権
刺
は
有
効
で
あ
る
、
そ
れ
で
、
干
渉
に
先
立
り

て
、
干
渉
を
提
案
す
る
も
の
は
粧
用
の
場
合
を
当
然
起
草
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
話
用
が
生
じ
つ
つ
あ
る
の
を
よ
く
知
っ
て

い
る
。
そ
れ
で
、
宜
金
串
が
例
外
的
に
低
い
産
業
に
関
す
る
規
定
を
家
出
す
る
こ
之
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
車
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
お
け

る
政
府
干
捗
に
全
く
庄
対
で
あ
る
。

思
は
怖
に
そ
れ
に
反
対
し
た
。
車
は
結
局
そ
れ
は
有
害
で
あ
る
と
信
ず
る
。
あ
る
場
合
は
艮
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
企
て
ら
ら
れ
る
前
に
そ

の
改
替
の
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
被
用
は
、
国
家
の
こ
の
機
闘
が
設
け
ら
れ
機
能
す
る
前
に
、
他
の
方
杭
で
は
匡
正
当
れ
な
い
と
い
う
市
拠
出

十
分
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
官
庁
好
き
が
増
し
℃
い
る
こ
〉
一
を
怖
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
本
下
院
が
、
今
企
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
方
法
で
あ
ら

ゆ
る
方
面
に
政
府
干
怯
を
も
た
な
い
と
決
意
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
イ
ギ
リ
λ

も
全
く
自
由
で
な
く
な
る
シ
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
将

来
ど
の
職
業
に
お
い
て
も
白
山
に
何
事
も
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
価
格
も
統
制
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら

私
は
こ
の
法
宰
に
反
対
し
て
い
る
の
で
み
め
る
。
な
ぜ
な
ら
私
は
大
戦
中
で
す
ら
こ
の
租
の
干
渉
は
余
り
に
も
世
み
、
大
戦
後
は
、
そ
れ
は
殆
ど
耐

え
難
い
も
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
」
(
可
耳
目
見
言
。
ミ

Q
4
U与
且
E
円
。
き
苦

Q
2・
5
H
F
4
0
-
E一
♂
巴
お
〉

州
W
H
V
R
N
ユ
匙
遺
言
吉
長
』
与
旦
百
円
。
謡

S
O
S
-
5
5・4
。
】
ド
ロ
F
g
u

ω
聖
子
戸

イ
ギ
リ
λ

最
低
賃
令
制
発
展
過
程
の
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

。

第
二
号

同

七



イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
股
過
程
。
一
考
銭
的
H

第
八
十
二
巻

。

担1

5子

四
i¥ 

川
明
芭
見

--g-

M
W

聖
子
世
田

川
明
志
氏
・

M
G
叶・唱

問

委

貝
A
E
D

第
一
条
悟
正
案
の
第
一
点
|
|
農
業
へ
の
拡
大
適
用
ー
ー
ー
に
つ
い
て
の
反
対
は
、
農
業
は
「
産
業
」
(
口
昆

E
可
〕
る
で
あ
っ
て
、
「
軸

業
」
(
可
E10)
で
は
な
く
、
従
っ
て
法
草
の
範
囲
外
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
主
張
さ
れ
(
可
司
E
S
3
E弓
国
島
邑
乱
口
。
さ
さ
む
苦
・

5
5・A
E
-
H
E
F

に

g)
第
二
点
の
緊
急
命
令
存
続
に
つ
い
て
は
、
労
働
大
厄
は
本
法
案
の
想
定
適
用
業
種
数
は
こ
つ
で
、
存
続
せ
ば
一
一
ひ
の
緊
急
命
令
手
枕
を
必

要
と
し
、
間
以
叩
化
の
組
旨
か
ら
こ
り
修
正
案
。
廃
棄
生
要
望
し
た
(
骨
子

E
S
)

同
第
二
糸
は
次
の
よ
う
で
あ
る

G

円
-m
ロ
ω
O
N
i

(
同
)
開
4
0
4
印
句
。
日
巴

O
E
司
ω
E
P
-
-
4
E
g
E
n
o
p
皆
目
耳
目
担
げ
可
思
門
出
回
目
。
E

E

2

0
日
日
付
自
民

g
m
n官
且

E

P
一
白
〉
立
自
白
日
品

『巾

4m凶門戸内同。
n

目。吋

H1040日肉。白『吋

mwmロ
-umoρ
ロ。ロ件

ω口
onド

防
】

C
円【

HO]円・

制
上
院
で
り
惇
正
の
苗
一
は
賃
金
委
員
会
法
発
効
以
前
の
予
告
に
つ
い
て
も
有
効
な
ら
し
め
る
点
で
、
第
一
一
は
退
職
金
そ
の
他
の
準
備
金
の
賃
金

か
ら
の
仲
除
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
(
可
号
内
定
皇
室
E

4
出
品
且
E
h
oぎ
苦
言
♂
冨

5
・
4
。-
H

O

P

H

U
口
日
)

む

す

び

反
「
苦
汗
」
運
動
か
ら
一
九

O
九
年
法

ιし
て
生
れ
た
イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
は
、

-
九
一
八
年
法
へ
の
発
展
に
む
い
て
、
低
賃
金
、

組
織
劣
忠
の
部
門
を
主
と
し
て
対
象
と
す
る
こ
と
に
変
り
な
く
、
賃
金
立
法
の
形
態
士
も
つ
一
工
場
法
と
し

τ
の
性
格
を
肱
充
し
た
。
モ

の
改
普
は
何
よ
り
も
制
度
管
理
よ
の
経
験
に
工
ヮ

τな
さ
れ
、
全
国
的
一
律
最
低
賃
金
制
は
否
定
さ
れ
て
、
産
業
別
条
件
に
応
じ
た
弾

力
性
の
あ
る
適
用
が
意
図
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
経
験
的
漸
進
主
義
」
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
発
民
は
一
九

O
九
年
以
後
の
労
働
運
動
、
と
り
わ
け
大
戦
時
の
労
働
運
動
と
、
産
業
・
社
会
不
安
に
対
応
す
る
安
定



策
と
し
て
心
ホ
イ
ッ
ト
レ
イ
計
画
を
通
じ
で
実
現
を
み
た
。
戦
時
経
済
に
上
る
産
業
の
甚
し
い
不
均
衡
発
展
か
ら
生
じ
た
産
業
、
企
業

ム
可
よ
び
地
域
間
の
賃
金
格
差
及
び
巴
H
E
C自
に
よ
っ
て
生
じ
た
男
女
賃
金
格
差
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を
賃
金
闘
争
の
現
実

の
一
課
題
に
も
た
ら
し
、
旦
っ
そ
れ
は
産
業
管
理
D
要
求
と
結
合
し
て
、
組
合
員
大
衆
白
手
で
運
動
は
進
め
ら
れ
た
。
と
D
運
動
が
支
出

腐
を
し
て
安
定
策
を
講
ぜ
し
め
、
ま
た
最
低
賃
金
制
を
も
拡
充
せ
し
め
る
こ
と
に
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
一
九

O
九
年
法
成
立
。

場
合

r比
較
し
て
労
働
階
級
の
役
割
が
大
き
く
表
而
的
で
あ
っ
た
。
第
二
に
一
九
一
八
年
法
は
市
イ
ジ
ト
レ
イ
計
画
の
一
部
と
し
て
成

立
し
た
己
と
で
あ
る
。
不
安
に
直
而
し
た
支
配
層
は
復
興
委
員
会
主
設
立
し
て
従
来
の
抑
圧
慌
の
経
済
的
政
治
的
効
果
を
検
討
し
た
上
、

譲
歩
を
基
調
と
す
る
体
系
的
な
安
定
策
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

T
。
正
り
わ
け
労
資
に
凶
す
る
諸
問
附
刊
を
付
託
さ
れ
た
ホ
イ
ッ
ト

レ
イ
賃
員
会
は
中
心
的
役
割
を
果
し
で
ホ
イ
y

ト
レ
イ
計
画
を
勧
告
し
た
。
そ
の
一
部
と
し
て
付
置
づ
け
ら
一
れ
て
賃
金
委
員
会
制
度
の

修
正
門
知
考
え
ら
れ
、
成
立
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ホ
イ
ヅ
ト
レ
イ
計
両
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
土
う
に
、
開
級
闘
争
開
止
の
目
的
を
も

つ
資
本
制
秩
序
維
持
の
一
た
め
の
労
資
安
定
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
一
分
野
に
位
し
、

円
わ
ゆ
る
「
経
済
町
古
世
歩
」
と
し
て
の
一
九

一
八
年
法
も
士
た
資
本
制
保
持
由
一
手
段
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
法
が
単
た
る
譲
歩
で
は
た
く
、
譲
歩
の
巾
に
も
前
述
の
重
要
た
制
限

的
条
件
を
伴
っ
た
も
白
と
し
て
発
展
し
た
の
も
と
の
故
に
ほ
か
在
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
一
九
一
八
年
法
の
成
立
過
程
の
中
に
お
い

τ

す
で
に
と
れ
を
認
め
ぎ
る
を
得
左
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
成
立
し
た
一
九
一
八
年
法
が
、
部
分
的
で
あ
れ
、
も
と
上
り
イ
ギ
リ
月
労
働
階
級
に
対
し
て
賃
金
白
劣
悪
化
を
防
止
す
側

回
を
も
っ
る
こ
と
は
正
し
く
評
価
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
均
七
れ
と
と
も
に
ま
た
彼
ら
の
本
来
的
階
級
闘
争
阻
止
の
機
能
を
果
す
こ

と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
と
の
意
味
に
お
W
て
一
九
一
八
年
法
の
労
働
階
級
に
対
す
る
機
能
の
二
側
聞
が
次
の
機
会
に
課
題
と
し
て
問

う
必
要
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(
一
九
主
八
・
六
・
三

O

イ
ギ
リ
ス
最
低
賃
金
制
発
展
過
程
の
一
考
察
伺

第
八
十
二
巻

。

第
三
号

四
九


